
 

平成２３年７月１３日 

独立行政法人国立美術館 

 

 

会計監査人候補者の選考について（募集公告） 

 

 

 独立行政法人国立美術館は、独立行政法人通則法第３９条の規定により、会計監査人の監

査を受けることとされています。会計監査人の選任は文部科学大臣が行いますが、選任に当

たっては各独立行政法人が会計監査人の候補者を選考することが必要とされています。 

 これに伴い、当法人の会計監査人に就任することを希望する監査法人又は公認会計士の方

（独立行政法人通則法第４１条に規定する資格を有する者に限る。）から企画書を募集いた

します。 

 つきましては、別紙「企画書の記載事項」をご参照の上、企画書及び添付書類を作成し、

下記によりご提出くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 企画書提出期限  平成２３年８月１１日（木）１６時まで必着（持参も可とする） 

２ 提  出  先  以下の「企画書提出先」に提出すること 

３ 企画書の部数  １０部 

４ そ  の  他 

（１）企画書の作成に当たっては、別に配付する法人概要を参考にしてください。ご不明な点に

ついては、以下の問い合わせ先までご連絡ください。 

  （２）企画書の作成に当たって、応募者からの質疑とその回答のうち重要なものについては、公

正を期するために他の応募者にも連絡いたします。 

  （３）会計監査人候補者の選考は、当法人職員により構成する会計監査人候補者選考委員によっ

て、当法人策定の「会計監査人候補者選考基準」に基づき実施いたします。 

 

 

 
 
 

【企画書の提出及び問合せ先】  

   〒１０２－８３２２ 

   東京都千代田区北の丸公園３－１ 

    独立行政法人国立美術館本部事務局財務担当係（担当 福田、岡） 

      電 話：０３－３２１４－２５９０ 

      ＦＡＸ：０３－３２１４－２５７７ 



 
別 紙 

企画書の記載事項 
 

１ 会計監査人業務 

（１）具体的な監査体制及び監査内容 

① 監査実施体制（実際に監査を行うチームの構成） 

② 監査計画 

③ 具体的な監査実施手法 

（２）実際に監査を行う要員（公認会計士等）の実務経験及び独立行政法人等の会計監査業務の

実績 

（３）日本公認会計士協会の定める「監査の品質管理に関する指針」に即した品質管理体制の整  

備・実施状況 

 

２ 独立行政法人及び国立大学法人等に関与した業務の実績等 

（１）独立行政法人、国立大学法人、特殊法人、学校法人、公的機関及び民営化会社への業務実

績 

業務実績について、実績法人名及び具体的な提供サービスの内容（監査業務及び支援業務等 

を含む）を記載すること。 

（２）独立行政法人会計基準等に関する知見 

① 独立行政法人会計制度への精通度（独立行政法人会計基準検討状況及び取組み状況等） 

② 日本公認会計士協会又は公的機関が主催した独立行政法人会計制度若しくは国立大学法人会

計制度に関連する専門部会等への関与実績（参加した部会等名、時期及び参加者氏名等） 

（３）ＥＲＰ会計システムに関与した業務実績 

ＥＲＰ会計システム（財務会計システム）に関与した監査実績について、実績法人名、システ

ム名及びシステムのメーカー等を記載すること。 

 

３ 監査報酬見積費用 

（１）見積金額 

（２）執務予定日数 

 ① 延べ人日数並びに予定日数及び人員数の算出根拠を記載すること（監査計画との関連を踏ま 

えること）。 

② 法人本部、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館及 

 び国立新美術館において、期中監査各１回以上、期末監査各１回以上を行うことを前提として、 

人日数を算出するものとする。 

（３）見積費用算定内訳 

 監査業務工程ごと、要員クラス別に人員数・単価を明示した内訳、旅費等の監査に付随する費

用の考え方及び監査契約に含まれるその他サービスについて記載すること。 

（４）見積費用の考え方 

  監査日程等契約内容に大幅な変更が生じた場合及び執務日数の増減の変更があった場合の処理  

方法について記載すること。 

 



４ 監査法人等概要 

（１）名称、代表者氏名、所在地及び出資金 

（２）直近５年間の経常利益及び当期利益 

（３）人員構成（社員数及び公会計部門対応者人員） 

（４）関与会社数（平成２３年４月１日現在） 

 

５ その他特記事項   

① 独立行政法人会計基準等改訂への対応等 

② その他、特記すべき事項等を自由に記載 

 

 

※貴社の概要を記載したパンフレットを添付願います。 

※提出いただいた企画書については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律」に基づき、公開する法人文書の対象となります。したがって、企画書の記載事項のな

かで、貴法人等が守秘することを要望される事項については、あらかじめ指定していただ

くようお願いいたします。 


